
議 会 資 料 
議 案 第 １８ 号 

総 務 課 
 
 
 志摩市税条例及び志摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部改正について 
 
 
１ 条例を改正する理由 
 
 令和 6 年 6 月 7 日に、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の

利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形

成基本法等の一部を改正する法律(令和 6 年法律第 46 号。以下「改正法」とい

う。)が公布されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 
 
 
２ 改正する条例の要点 
 
 改正法の施行により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)に条ずれが生じ、同法を引用して

いる次の条例について、改正が必要となるため、それぞれについて対応を行うも

のです。 
 
 ①志摩市税条例(平成 16 年志摩市条例第 62 号) 
  第 36 条の 2 第 9 項、第 63 条の 2 第 1 項第 1 号、第 89 条第 2 項第 2 号、  
 第 139 条の 3 第 2 項第 1 号、第 149 条第 1 号 
 
 ②志摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成

27 年志摩市条例第 23 号) 
  第 2 条第 4 号から第 8 号まで 
 
 
３ 改正による効果等 
 
 上位法令との整合が図られます。 
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志摩市税条例(平成16年志摩市条例第62号)新旧対照表 (第1条による改正) 

現行 改正後（案） 

(市民税の申告) (市民税の申告) 
第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日まで

に、施行規則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提

出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は

第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報

告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給

与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において

給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規

定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生

命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配

偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額

が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項
第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の

合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対

象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは

法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれ

らと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日まで

に、施行規則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提

出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は

第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報

告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給

与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において

給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかった者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規

定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生

命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配

偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額

が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項
第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の

合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対

象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは

法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれ

らと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第

313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に
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規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第3
4条の7の規定により控除すべき金額(以下この条において

「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとする

ものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得

を有しなかった者」という。)及び第24条第2項に規定する

者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(二)に掲げる者を

除く。)については、この限りでない。 

規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第3
4条の7の規定により控除すべき金額(以下この条において

「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとする

ものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得

を有しなかった者」という。)及び第24条第2項に規定する

者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(二)に掲げる者を

除く。)については、この限りでない。 
2～8 (略) 2～8 (略) 
9 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める

場合には、新たに第23条第1項第3号又は第4号に掲げる者

に該当することとなった者に、当該該当することとなった

日から20日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏

名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事

務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号を

いう。以下市民税について同じ。)、当該該当することと

なった日その他必要な事項を申告させることができる。 

9 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める

場合には、新たに第23条第1項第3号又は第4号に掲げる者

に該当することとなった者に、当該該当することとなった

日から20日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏

名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事

務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(平成25年法律第27号)第2条第16項に規定する法人番号を

いう。以下市民税について同じ。)、当該該当することと

なった日その他必要な事項を申告させることができる。 
(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び

第5項の規定による補正の方法の申出) 
(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び

第5項の規定による補正の方法の申出) 
第63条の2 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2
第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該

家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次に

第63条の2 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2
第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該

家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次に
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掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなけれ

ばならない。 
掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなけれ

ばならない。 
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該

書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以

下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第15項
に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同

じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称) 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該

書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以

下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第16項
に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同

じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称) 
(2)～(4) (略) (2)～(4) (略) 

2 (略) 2 (略)  
(種別割の減免) (種別割の減免) 

第89条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車

等のうち、市長において必要と認めるものについては、そ

の所有者に対して課する種別割を減免する。 

第89条 市長は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車

等のうち、市長において必要と認めるものについては、そ

の所有者に対して課する種別割を減免する。 
(1)・(2) (略) (1)・(2) (略) 

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者

は、納期限前7日までに、当該軽自動車等について減免を

受けようとする税額及び次に掲げる事項を記載した申請書

に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを

市長に提出しなければならない。 

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者

は、納期限前7日までに、当該軽自動車等について減免を

受けようとする税額及び次に掲げる事項を記載した申請書

に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを

市長に提出しなければならない。 
(1) 軽自動車等の種別 (1) 軽自動車等の種別 
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(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事

業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下こ

の号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第2条
第15項に規定する法人番号をいう。以下この号におい

て同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又

は名称) 

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事

業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下こ

の号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第2条
第16項に規定する法人番号をいう。以下この号におい

て同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又

は名称) 
(3)～(8) (略)  (3)～(8) (略)  

3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その

事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申

告しなければならない。 

3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その

事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申

告しなければならない。 
(特別土地保有税の減免) (特別土地保有税の減免) 

第139条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地

又はその取得のうち、市長において必要があると認めるも

のについては、その所有者又は取得者に対して課する特別

土地保有税を減免することができる。 

第139条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地

又はその取得のうち、市長において必要があると認めるも

のについては、その所有者又は取得者に対して課する特別

土地保有税を減免することができる。 
(1)～(3) (略)  (1)～(3) (略)  

2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようと

する者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載し

た申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようと

する者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載し

た申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 
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(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。

以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあ

っては、住所及び氏名又は名称) 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第2条第16項に規定する法人番号をいう。

以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあ

っては、住所及び氏名又は名称) 
(2)・(3) (略) (2)・(3) (略) 

3 (略) 3 (略) 
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告) (入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告) 

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日

の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければな

らない。申告した事項に異動があった場合においては、直

ちにその旨を申告しなければならない。 

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日

の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければな

らない。申告した事項に異動があった場合においては、直

ちにその旨を申告しなければならない。 
 (1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は

名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定

する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は

法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下

この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しな

い者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称) 

 (1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は

名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定

する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は

法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下

この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しな

い者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在

地及び氏名又は名称) 
 (2)・(3) (略)  (2)・(3) (略) 
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志摩市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例(平成27年志摩市条例第23号)新旧対照表 (第2条による改正) 

現行 改正後（案） 

(定義) (定義) 
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 
(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 
(4) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情

報をいう。 
(4) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情

報をいう。 
(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項 に規定する特

定個人情報ファイルをいう。 
(5) 特定個人情報ファイル 法第2条第10項に規定する特

定個人情報ファイルをいう。 
(6) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番

号利用事務をいう。 
(6) 個人番号利用事務 法第2条第11項に規定する個人番

号利用事務をいう。 
(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する

個人番号利用事務実施者をいう。 
(7) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する

個人番号利用事務実施者をいう。 
(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規

定する情報提供ネットワークシステムをいう。 
(8) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規

定する情報提供ネットワークシステムをいう。 
(9)・(10) （略） (9)・(10) （略） 
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